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について

１
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正する規則の制定について

２～４
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報告第１号  

 

平成２５年生駒市議会第５回（１２月）定例会提出議案の結果について  

 

 生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生

駒市教育委員会規則第６号）第６条第１号の規定により、次のとおり報告する。  

 

平成２６年１月２７日  

                       生駒市教育委員会  

                       教育長  早  川  英  雄  

 

【提出議案】  

・平成２５年度生駒市一般会計補正予算（第４回）  

・生駒市生涯学習施設条例の一部を改正する条例の制定について  

・財産の取得について  

・和解について（追加提案）  

【審議経過】  

・平成２５年１２月６日   開会  

・平成２５年１２月１６日  環境文教委員会  

・平成２５年１２月２０日  再開  

【結果】  

原案のとおり可決  
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報告第２号  

 

生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則の一部を改正する規  

則の制定について  

 

生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則の一部を改正する規則について、

生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒

市教育委員会規則第６号）第６条第５号の規定により、次のとおり報告する。  

 

  平成２６年１月２７日  

                       生駒市教育委員会  

                       教育長  早  川  英  雄    

 

   生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則の一部を改正する規則  

 生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則（平成２４年６月生駒市規則第

２１号）の一部を次のように改正する。  

 別表第１の１の表中「５００円」を「５１０円」に、「１，２００円」を「１，

２３０円」に、「４，１００円」を「４，２２０円」に改め、同表に備考として次

のように加える。  

備考  この表の使用料の額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規

定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地

方消費税に相当する額（以下「消費税等相当額」という｡)を含む。  

別表第１の２の表中「２，０００円」を「２，０６０円」に、「６００円」を「６

２０円」に、「９００円」を「９３０円」に、「１，６００円」を「１，６４０円」

に、「７００円」を「７２０円」に改め、同表に備考として次のように加える。  

 備考  この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。  

別表第１の３の表中「２００円」を「２１０円」に改め、同表に備考として次
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のように加える。  

 備考  この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。  

別表第１の４の表中「３，９００円」を「４，０１０円」に、「７００円」を「７

２０円」に、「４００円」を「４１０円」に、「６００円」を「６２０円」に、「２，

０００円」を「２，０６０円」に、「１，３００円」を「１，３４０円」に、「２

００円」を「２１０円」に改め、同表備考に次のように加える。  

  ３  この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。  

別表第２の１の表中「５００円」を「５１０円」に、「１，２００円」を「１，

２３０円」に、「４，１００円」を「４，２２０円」に改め、同表に備考として次

のように加える。  

 備考  この表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。  

別表第２の２の表中「１，４００円」を「１，４４０円」に、「１，５００円」

を「１，５４０円」に、「２，０００円」を「２，０６０円」に、「６００円」を

「６２０円」に、「９００円」を「９３０円」に、「１，６００円」を「１，６４

０円」に、「７００円」を「７２０円」に改め、同表に備考として次のように加え

る。  

 備考  この表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。  

別表第２の３の表中「２００円」を「２１０円」に改め、同表に備考として次

のように加える。  

 備考  この表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。  

別表第２の４の表中「３，９００円」を「４，０１０円」に、「１，２００円」

を「１，２３０円」に、「７００円」を「７２０円」に、「４００円」を「４１０

円」に、「６００円」を「６２０円」に、「２，０００円」を「２，０６０円」に、

「１，３００円」を「１，３４０円」に、「２００円」を「２１０円」に、「１，

７００円」を「１，７５０円」に、「２，２００円」を「２，２６０円」に、「２，

６００円」を「２，６７０円」に、「３，５００円」を「３，６００円」に、「３

００円」を「３１０円」に改め、同表備考に次のように加える。  
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  ４  この表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。  

別表第３中「６００円」を「６２０円」に、「２００円」を「２１０円」に改め、

同表備考を次のように改める。  

備考  

１  １の申請に対する附属設備の使用の許可ごとに１回の使用とする。ただ

し、当該許可が２日以上の連続した使用に係る場合は、１日ごとに１回の

使用とする。  

２  この表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。  

別表第４中「４００円」を「４１０円」に、「２００円」を「２１０円」に、「１，

０００円」を「１，０３０円」に改め、「（生駒市小平尾南体育館に係るものを除

く。以下同じ｡)」を削り、同表備考に次のように加える。  

  ３  この表の使用料等の額には、消費税等相当額を含む。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、平成２６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則別表第１から別表第

４までの規定は、平成２６年４月１日以後の使用に係る使用料等（生駒市生涯

学習施設等の使用料等に関する規則第１条に規定する使用料等をいう。以下同

じ｡)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例

による。  
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